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＜参考＞

処方箋の使用期間について（令和5年3月24日　厚生労働省保険局医療課　事務連絡）

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001077510.pdf

使用期間を数日過ぎた処方箋は疑義照会で対応可能か

　薬局に持ち込まれた処方箋が使用期間（いわゆる有効期限）を超えた

ものであった場合には、処方箋の再発行が必要となりますので、疑義照

会では対応できません。

処方箋の使用期間は、原則として、交付日を含めた4日間となります。　

なお、長期の旅行等特殊の事情があり、医師や歯科医師が、処方箋交付時

に、処方箋に別途使用期間を「処方箋の使用期間」欄に、記載した場合に

は、その日まで有効となります。

使用期間を過ぎた処方箋について
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